
1 

 

宮城県教育委員会 

平成 24 年 3 月 9 日作成 

 

東 日 本 大 震 災 に つ い て 

 
第１ 被害概要について 

１ 人的被害（調査継続中） 
                                         （単位：人） 

 
 
区分(公立学校) 
 

 
幼児・児童・生徒 

 
教職員 

 
死 亡 

 
安否不明 

 
死 亡 

 
安否不明 

 
幼稚園 

 
７ 

 
２ 

 
０ 

 
０ 

 
小学校 

 
１６６ 

 
２０ 

 
１４ 

 
０ 

 
中学校 

 
６７ 

 
８ 

 
３ 

 
０ 

 
高等学校 

 
７７ 

 
１０ 

 
１ 

 
０ 

 
中等教育学校 

 
０ 

 
０ 

 
０ 

 
０ 

 
特別支援学校 

 
５ 

 
０ 

 
１ 

 
０ 

 
計 

 

 
３２２ 

 

 
４０ 

 

 
１９ 

 

 
０ 

 
   （注）平成24年2月29日現在 
 

２ 施設被害（調査継続中） 
                                          （単位：校（施設）・億円） 

 
区  分 

 
校（施設）数 

 
被害額 

 
摘     要 

 
県立学校 

 
９１ 

 
２７９ 

 
教職員宿舎２施設の被害額を含む 

 
市町村立学校 

 
６７１ 

 
５１１ 

 
共同調理場４５施設の被害額を含む 

 
社会教育施設 

 
５９１ 

 
２８５ 

 
 

 
文化財施設等 

 
３５１ 

 
５３ 

 
 

 
国立学校施設 

 
５ 

 
６９０ 

 
 

 
研究施設等 

 
５ 

 
１４ 

 
 

 
計 

 

 
１，７１４ 

 

 
１，８３２ 

 

 
 
 

      （注）平成24年2月29日現在 
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第２ 学校について 

１ 被災した生徒等への経済的な支援等 

（１）県立高等学校 

  イ 高等学校等育英奨学資金 

・被災者の奨学金の償還について，対象者全員の償還を平成２３年度中猶予とした。 

 （償還猶予とした対象者の数３，６４２人 １／３１現在） 

・その後についても，猶予希望者については，被災により収入が得られないうちは償還を猶予

する。 

・ 被災者への奨学金の貸付については，申請の方法を簡素化し，広く貸付できるよう配慮する。 

ロ 高等学校等育英奨学資金（被災生徒奨学資金） 

・被災により経済的に修学が困難と認められる生徒の修学支援を行うため，奨学金を新たに設

け，月額２万円を貸与することとした。（１２／３１現在決定者数 ５，５７１名） 

 ・この奨学金については，償還時の収入により償還を免除することとしている。 

（高等学校卒業後就職した者の償還免除収入額 ３２０万円以下） 

ハ 入学者選抜手数料等の免除 

・ 被災した生徒の今年度に係る入学者選抜手数料，寄宿舎料及び入学金を免除することとした。 

（免除した者の数：入学者選抜手数料１６８人，寄宿舎料０人，入学金１，８８３人  

１２／２０現在） 

（２）県立特別支援学校等 

・震災により就学等が困難となった幼児児童生徒を対象とした特別支援教育就学奨励事業を実

施している。 

  （特別支援教育就学奨励事業 対象者数 ５７人 １１／３０現在見込み） 

（３）市町村立学校等   

・震災により就学等が困難となった幼児児童生徒を対象として市町村が行う就学支援・就園支

援事業の実施を支援している。 

  （対象者数 就学支援事業：１２，０３５人 １２／３１現在 

 就園支援事業：   ８３９人（私立幼稚園分を含む）１０／２８現在） 

（４）震災遺児・孤児に対する支援 

・震災により遺児・孤児となった児童生徒等に対して，東日本大震災みやぎこども育英基金を

活用し，奨学金を給付する。 

・なお，未就学児についても，保健福祉部において同様に支援金を給付する。 

  （東日本大震災みやぎこども育英募金 寄付金額 約３，０３９百万円 ２／６現在） 

  （震災遺児・孤児の数  遺児：７３２人 孤児１２６人 ２／８現在 調査継続中） 

（５）雇用確保のための対策 

イ 経済主要５団体に対する雇用要請訪問 

・３月２２日（火）に，知事，教育長，労働局長連名で要請を行った。 

・７月２０日（水），１１月２２日（火）には，宮城労働局，県，県教育委員会，仙台市及び仙

台市教育委員会の５者が連携し，要請を行った。 

ロ 県立高校への人的支援 

・年度当初からキャリアアドバイザー等を全県立高校に配置した。 

・今年度から新たに就職支援推進員を１０校に配置し，就職支援に当たっている。 

 （キャリアアドバイザーの人数 ５９人 ，就職支援推進員の人数 １０人 １／３１現在） 

ハ トライアル２３事業の活用（１８人配置 １／３１現在） 

・就職未内定及び内定取消の卒業生を，臨時職員として県立学校等で採用している。 
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ニ 就職達成セミナーの開催 

・就職試験前の８月までと，後期は１１月から１２月までに就職ガイダンスや模擬面接などを実

施した。 

・前期は３８回開催し，２，６３２人，後期は９回開催し，８６人の参加があった。 

ホ その他 

・被災者対象求人情報を県立高校に提供している。 

・「宮城新卒者就職対策本部会議」において，新卒者就職応援メッセージ等が採択され，就職支

援への取組が確認された。 

・県内３地区で開催した合同就職面接会に，送迎バスを準備し，遠方からの参加に配慮した。 

 

２ 児童・生徒の心のケア等 

（１）県立高等学校等 

イ 各学校への通知 

    ・生徒の心のケアについて資料を作成し，スクールカウンセラーと連携して相談体制を整えるよ

う，４月１５日付けで文書通知を行った。 

ロ スクールカウンセラー派遣回数の上積み 

・スクールカウンセラーを配置しているすべての学校（県立高校７６校，特別支援学校３校）に

対して，第Ⅰ期（４月～９月）・第Ⅱ期（９月～３月）それぞれ８回分（１回６時間）派遣回

数を上積みした。 

 （スクールカウンセラーの人数 ５０人 １／３１現在） 

ハ 緊急派遣カウンセラー 

・石巻地区，本吉地区，名取・亘理地区の１７校には，５月から７月までの３ヶ月間，通常配置

とは別に週２回程度緊急派遣カウンセラーを派遣した（県内から３人，県外から８人）。 

・９月以降についても，１１校に対して，３月まで緊急派遣カウンセラーを派遣する体制を組ん

だ（県内から１人，県外から８人）。 

   （県外からの派遣実績  

第Ⅰ期（５／９～７／２９） 

 さいたま市１人，長野県２人，三重県１人，兵庫県２人，広島県１人，鹿児島県１人） 

第Ⅱ期（９／１２～３／３１） 

 さいたま市１人，埼玉県１人，東京都２人，千葉県１人，神奈川県１人，福井県１人，

兵庫県１人） 

ニ スクールカウンセラー活用事業連絡会議の開催 

    ・スクールカウンセラーと各校の担当者を対象に，被災した生徒の心のケアについて，講演会や

研究協議を行った。（２回 １２／２０現在） 

（２）県立特別支援学校 

・スクールカウンセラーの派遣回数を増やす等の対応を行っている。 

 （スクールカウンセラーの派遣実績 配置校数３校 月１回→月４回派遣とした） 

（３）市町村立学校等  

イ 緊急派遣カウンセラー 

・震災以降，県内スクールカウンセラー（臨床心理士等）延べ３０９人を，小中学校や避難所等

に緊急派遣した。 

・５月９日からは，県外カウンセラーを平成２４年２月３日までに延べ１，４８０人小中学校に

派遣した。 

 



4 

 

ロ スクールカウンセラーの配置 

・スクールカウンセラーを全中学校に配置するとともに，全市町村教育委員会にも配置し，すべ

ての小学校に対応している。 

（スクールカウンセラーの人数 ８５人） 

ハ 専門カウンセラーによる対応 

・４月１日からは，各教育事務所・地域事務所の専門カウンセラーの相談日を倍増しているほか，

学校配置のスクールカウンセラーのスーパーバイズを行っている。 

（専門カウンセラーの人数 ９人）  

ニ スクールソーシャルワーカーの活用 

・児童生徒の将来にわたるケアを行うため，スクールソーシャルワーカーの活用回数を増やすな

どの対応を行っている。 

 （スクールソーシャルワーカーの人数 １５人 ３／５現在）  

ホ 養護教諭の派遣 

・心のケアを含む健康相談や保健室支援等のため，養護教諭を小中学校に派遣した（他県からの

応援含む）。 

（養護教諭の派遣実績 延べ ６７７人 ６／２まで） 

へ 研修会等の実施 

・講演やワークショップ等の「子どもの心を支援する教師のための研修会」を実施している。 

（研修会等の開催回数 ５８回 ２／２９まで現在） 

 

３ 学校・教員への支援等 

（１）教員の加配 

・教職員の加配措置を講ずるよう国に要望し，これまで義務教育諸学校で２１６人，高等学校で

２５人の加配が認められている。 

（２）他自治体からの派遣 

・教職員の追加配置に対応するため，１都７県（仙台市を除く）から今後の予定も含めて，あわ

せて１１３人の教員派遣を受け入れ，５月９日以降県内の各学校に配置した。 

（小学校５７人，中学校２５人，高等学校２７人，特別支援学校４人） 

（派遣元都道府県：東京都 ９０人 岐阜県 １２人 秋田県 ５人 兵庫県 ２人 

栃木県・石川県・愛媛県・熊本県 各１人） 

・教育関係施設の災害復旧に当たるため,１都４県から６人の技術職員派遣を受け入れた。 

（３）緊急学校支援員の配置 

・退職した学校職員などを「緊急学校支援員」として任用し，児童生徒の心のケアや学校教育活

動の復旧に向けた取組を継続的にサポートできる態勢を整備している。 

（３／１までの任用者 延べ６４人 配置校 延べ ５０校） 

（４）学校事務職員の加配 

・一定基準を満たした学校等に対し，事務部門強化のための学校事務職員の加配を順次措置して

いる。 

     （１／３１現在：４２校４２人） 

（５）県立学校支援チームの派遣 

・被災した県立学校に対して，県内の県立学校の教員等を派遣し，校舎等の整備，生徒の面

接指導，避難所における保健指導・健康観察・健康相談・衛生管理等に当たった。 

（１１／２０現在：１３校に対して５１校から延べ３６７人） 

（６）市町村教育委員会への支援 

・県教育委員会の事務職員，指導主事等による人的支援を実施している。（事務職員６人，指導主

事等３２人 支援委員会数 事務職員分 ５委員会：指導主事分 １２委員会） 
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・指導主事及び事務職員を４月から７月末日までの間，週４日程度派遣した。 

・その後も市町村教育委員会の要請に応じて指導主事を派遣している。 

  

（７）被災した教職員に対するメンタルケア等 

イ カウンセラーの派遣 

・他都道府県教育委員会からの協力を得ながら，カウンセラー（臨床心理士）を派遣してい

る。 

（カウンセラー派遣実績：延べ２６９人 ２／２９まで現在） 

（協力を得た都道府県等：東京都・千葉県・群馬県 

公立学校共済組合・各直営病院（東北中央・関東中央・四国中央・東海中央）） 

ロ 研修会等の開催 

・震災対応の管理職メンタルヘルスの研修会や，一般教職員を対象としたメンタルヘルスセミ

ナーを開催し，心のケアに努めている。 

ハ ストレスチェック票の配付等 

・全教職員（公立学校共済組合員）に対しストレスチェック票を配付した。 

ニ 健康調査 

・全教職員（公立学校共済組合員）を対象に健康調査を実施した。 

実施期間 １１月３０日～１２月６日 
 
 

４ 施設の復旧状況等 

（１）公立高等学校 

イ 仮設校舎への移転の状況等 

（イ）農業高校（名取市） 

・農業・園芸総合研究所敷地内農業大学校グラウンドに仮設校舎を建設 

・９月１日から仮設校舎で授業開始 

（ロ）気仙沼向洋高校（気仙沼市） 

・気仙沼高校第二グラウンドに仮設校舎を建設 

・１１月１日から仮設校舎で授業を開始 

（ハ）水産高校（石巻市渡波） 

・石巻北高校（石巻市：旧河南町鹿又）の仮設校舎で授業を実施 

・周辺地域の地盤沈下に伴う冠水対策の進捗状況を踏まえて既存校舎への復帰を検討 

（ニ）志津川高校（南三陸町） 

・ライフラインの復旧により８月１０日から既存校舎へ復帰 

（ホ）石巻市立女子商業高校（石巻市渡波） 

・石巻市立女子高等学校に建設されていた仮設校舎が完成したため，１月１０日から仮設校舎

で授業を開始した。 

ロ 国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む７８校について災害査定が終了している。

（１／３１現在） 

・甚大な被害を受けた学校（４校）は平成２４年度以降も引き続き災害査定を受ける予定であ

る。 
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（２）市町村立小中学校 

イ 仮設校舎への移転の状況 

・小学校（５市１１校） 

市町名 校数 学校名 

仙台市 ６校 西多賀小，将監小，将監西小，蒲町小，南光台小，折立小 

大崎市 １校 古川一小 

栗原市 １校 志波姫小 

石巻市 ２校 渡波小，湊二小 

東松島市 １校 野蒜小 

    ・中学校（４市１町９校） 

市町名 校数 学校名 

仙台市 ４校 愛宕中，南光台東中，七北田中，西山中 

大崎市 １校 古川東中 

石巻市 ２校 湊中，渡波中 

登米市 １校 石越中 

七ヶ浜町 １校 七ヶ浜中 

 

ロ 他校施設等間借りの状況 

・小学校（５市４町２２校） 

市町名 校数 学校名 

仙台市 ３校 中野小，荒浜小，東六郷小 

名取市 １校 閖上小 

石巻市 ８校 門脇小，大川小，相川小，吉浜小，谷川小，雄勝小，船越小，湊小 

東松島市 １校 浜市小，  

気仙沼市 １校 南気仙沼小 

亘理町 ２校 荒浜小，長瀞小 

山元町 ２校 山下二小，中浜小 

女川町 ２校 女川一小，女川四小 

南三陸町 ２校 戸倉小，名足小 

・中学校（３市４町８校） 

市町名 校数 学校名 

名取市 １校 閖上中 

石巻市 ２校 雄勝中，大川中 

東松島市 １校 鳴瀬二中 

丸森町 １校 丸森東中 

亘理町 １校 荒浜中 

女川町 １校 女川二中 

南三陸町 １校 戸倉中 

 

ハ 国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む５６８校のうち，３４７校について災害査定
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が終了している。（１／３１現在）（仙台市分を含む） 

 

（３）校庭等が仮設住宅用地等として利用されている学校 

  イ 県立学校 

・志津川高校，宮城水産高校（第二グラウンド），気仙沼西高校，石巻北高校飯野川校（第二グ

ラウンド）において，校庭等が仮設住宅用地として使用されている。 

・女川高校グラウンドは仮設店舗等の敷地として使用されている。 

ロ 市町村立学校等 

市町等 校数 学校名 

石巻市 ３校 鮎川小，大須小，牡鹿中（駐車場） 

気仙沼市 １６校 小原木小，津谷小，中井小，水梨小，浦島小，小泉小（駐車場），気仙沼中，鹿折中，階上

中，小泉中，面瀬中，大谷中，大島中，松岩中，小原木中，条南中 

名取市 １校 下増田小 

多賀城市 １校 多賀城中 

東松島市 ２校 宮戸小，赤井小（第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

七ヶ浜町 １校 七ヶ浜中（第二ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ） 

女川町 １校 女川一小 

南三陸町 ６校 志津川小，伊里前小，入谷小，志津川中，歌津中，戸倉中 

※建設場所は，主に校庭，第二グラウンド，駐車場 

 

第３ 学校以外の教育関係施設等について 

１ 復旧状況等 

（１）社会教育施設 

イ 県立施設 

（イ）主な施設の状況 

・図 書 館：エントランス大型ガラス等の補修必要。設計終了し，復旧工事の準備中。 

・美 術 館：天井材等の脱落防止措置等，内外装の補修が必要。設計終了し復旧工事の準

備中。 

・松島自然の家：津波により施設全体が壊滅的被害。平成 24 年４月１日から東松島市所有の

鷹来の森運動公園旧管理棟に仮事務所を設置し，事業を行う予定。復旧に向

け検討中。 

  （ロ）国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む１１施設のうち，７施設について災害査定が

終了している。（２／２９現在） 

ロ 市町村立施設 

国災害査定の実施状況等 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む２１７施設のうち，９７施設について災害査

定が終了している。（２／２９現在）（仙台市分を含む） 

 

（２）社会体育施設 

  イ 県立施設 

  （イ）主な施設の状況等 

・宮城県総合運動公園 

宮城スタジアムメインスタンドの大屋根を支える支柱の設置工事に７月１３日から着手。 
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大屋根の損傷部に係る復旧工事については，８月２４日から工事着手。 

メインプール，テニスコート等については，平成２４年１月３１日から工事着手 

   

（ロ）国災害査定の実施状況 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む５施設のうち，４施設について災害査定が終了

している。（２／２９現在） 

ロ 市町村立施設 

国災害査定の実施状況等 

・国災害復旧事業として復旧工事の実施を見込む１２３施設のうち，７１施設について災害査定

が終了している。（２／２９現在）（仙台市分を含む） 

（３）敷地が仮設住宅用地等として利用されている施設 

 イ 社会教育施設（県立施設） 

・志津川自然の家のグラウンドが仮設住宅用地として利用されている。 

 ・松島自然の家の敷地が，がれき置場等として利用されている。 

 ロ 社会体育施設（県立施設） 

・宮城県総合運動公園において，駐車場の一部が，がれき置場として利用されている。 

 

２ 文化財保護 

（１）指定文化財の復旧支援 

・被害状況の調査をもとに，修理計画を立て国に財政支援を要望する。 

・緊急的な処置が必要なものについては，文化財レスキュー事業等を活用し，それらの保護を図

っている。 

（指定文化財の被害  ３５１件         １／末 現在） 

     国  指定等     ９２〃（東照宮，大崎八幡宮，有備館等） 

     県  指定      ５１〃（補陀寺六角堂，旧登米警察署庁舎等） 

     市町村指定等    ２０８〃（ハリスト教会，旧水沢県庁舎，円通院山門等） 

（２）埋蔵文化財調査の弾力的な運用 

・今後の復旧，復興に伴う各種事業について，文化庁が示した基本原則に基づき弾力的な運用を

図る。 

・事業に係る発掘調査については，財政支援と専門職員の派遣を国に要請している。 

（３）特別名勝松島 

・有識者，関係自治体の首長等からなる「震災復興に伴う特別名勝松島の保存管理の在り方に関

する検討会」を設置し，特別名勝松島の文化財的価値と復興計画の両立を図るための検討を行

い，１月２５日に最終報告がなされ，基本方針及び同方針に基づく指針が示された。 

 

第４ 他都道府県からの支援，文部科学省への要望等について 

１ 他都道府県等からの支援職員の派遣等 

・支援物資をはじめ，養護教諭・教員・スクールカウンセラー等の派遣を受けている。（８／４まで

に教員等延べ７１３人,臨床心理士等延べ１，６８８人,技術職員延べ４８人） 

・今後も被災地のニーズを把握し，必要な職員の派遣を要請していく。 

２ 国への要望等 

（１）政府要望（全体） 

・県全体としては，３月２１日の内閣総理大臣に対する要望をはじめ，適宜要望書（４月８日，５月

２０日，６月２４日，８月４日，９月９日，１０月５日 １２月１２日）を提出している。 
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（２）文部科学省への個別要望 

・３月２４日：金森文部科学審議官視察時に要望 

・４月 ４日：笠文部科学大臣政務官視察時に要望 

・４月２０日及び５月１１日：髙木文部科学大臣外幹部職員と懇談 

・９月１２日：中川文部科学大臣視察時に要望 

（３）主な要望項目 

 ・被災県に対する教職員定数の中・長期的な特例措置 

・学校における防災教育体制及び学校教職員の応援体制の整備 等 

３ 国補正予算の動向等 

平成２３年度第３次補正予算 

・新たに「震災復興特別交付税」が措置されたほか，津波により被災した公立学校の移転復旧に係る

土地取得費の国庫支援についても盛り込まれた。 

・また，「被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金」において，新たな追加需要額の積み増しが行わ

れるとともに，被災した幼児児童生徒への中・長期的な就学支援を行うため，当面３ヵ年基金を延

長し，就学支援を行うための経費が措置された。 

 

第５ 学校等における放射線量の測定等について 

１ 放射線量の測定 

・県から全市町村に貸与する簡易型放射線測定機などにより，学校等（県立を除き私立を含む）の校

庭・園庭等の放射線量を測定し，結果をホームページで公開している。 

・県立学校については，７月５日から１９日にかけて週に１回校庭等を測定し，結果をホームページ

で公開している。 

（平均値 ０．１１ 最高値０．３９  最低値０．０４：単位はμSv/h） 

２ 研修会等の実施 

・６月２８日及び９月２８日に学校現場の教職員や保護者等が放射能・放射線に関して正しい知識を

身につけ学校における放射線等の対応について認識を共有するための研修会を実施した。 

・１１月１５日に学校栄養職員等を対象とした学校給食研究協議会において専門家による講演等を行

った。 

 

第６ 学校安全・防災にかかる取組等について 

１ 安全体制の再点検の指示 

・震災を受け，各学校に避難場所や避難経路等の安全体制の再点検を指示した。（４月） 

２ 学校安全に関する基本指針の策定 

・新たな学校安全に関する基本指針を策定中。 

３ 防災教育等推進者緊急研修会 

・防災教育等に係る推進的な役割を果たす人材を養成することを目的に，子どもたちを災害から守る

ための防災体制や災害を経験した子どもたちの心のケアに関する研修等を県内３か所で実施した。

（平成２３年１２月６日，８日及び平成２４年１月１２日） 

 

第７ その他の事項について 

１ 宮城県教育復興懇話会 

・本県教育の東日本大震災からの速やかな復興に向け，本県の教育施策の在り方について，学識経験

者等から幅広い意見を聴取するため，宮城県教育復興懇話会を開催した。（４回開催） 

・意見交換を行った結果をとりまとめた提言書が，９月８日に県教育委員会に対して提出された。 
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・提言の内容については，県庁内他部局との横断的な連携の下，実効性ある事業実施に反映させてい

く。 

 

２ 教育広報 

・保護者向け教育広報「ぷらねっと」を４月２８日及び１０月２７日に臨時号として発行し，東

日本大震災に関する各種相談窓口等について情報提供した。 

・今後も，随時情報提供していく予定である。 


